
　レーヴ法律事務所では、全国の園の顧問弁護士として園・先生方の
トラブル・悩みごとに対応しています。
　事務所に寄せられる様々なご相談を基に、園に役立つ情報を
お届けします。
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　2024 年４月の法制度の改正で、園にとって最も重大なものは保育士配置基準の変更であるかと思います。
配置基準の変更は、一般的には喜ばしいことだと考えますが、一方で、人手不足に悩む園にとって悩ましい
問題を突き付けているのかと思います。とはいえ、保育士配置基準などのような
事柄については、担当の役所からの連絡なども十分にあるでしょうから、ここで
内容をご説明するまでもないかと考えます。
　今回は、園でも対応が必要なんだけれども、意外と怠ってしまいそうな事柄に
ついてお話しさせていただきます。それは、労働条件通知書に記載する事項が
追加されるということです。
　今回のルール改正では、全ての労働者に関わる労働条件通知書に追加すべき
事項と、有期契約の労働者に限り関係のある追加すべき事項とがあります。
　全ての労働者に関わる追加すべき事項は、就業場所の変更の範囲と業務の
変更の範囲です。これまでは、就業時点での就業場所、業務内容を記載して
いたかと思いますが、今後は、雇用契約締結時点で異動の可能性があり得る
場所についても記載し、業務内容が変わる可能性がある場合には変更後の業務も明示しなければなりません。
　就業場所の表示について、具体的には、一法人で複数施設を運営していて、その全ての施設に異動する
可能性がある場合には、全ての施設を記載しなければなりません。業務内容については、例えばですが、
当初は保育士としての勤務だけれども、人事の都合で調理の仕事もしてもらうかもというような場合には、
保育士業務のみならず調理業務も記載しなければならないということになります。
　有期契約の労働者に限り関係のある追記事項は、一つが、更新上限の有無とその内容（更新年数の上限また
は更新回数の上限）を記載することです。もう一つが、無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、
無期転換申込機会を明示することと無期転換後の労働条件を明示することです。有期労働契約が通算５年を
超えると無期転換権が発生しますので、この点については採用戦略をよく検討する必要があるかと思います。
　労働条件通知書については、多くの場合ひな型を用いているかと思いますが、このような改正があるたびに、
上手くアップデートすることが必要です。アップデートしていない労働条件通知書を交付した場合、労働
条件の明示が不十分であると指摘されかねませんので、注意してください。
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